
令和7年8月1日改定

介護保険給付サービス （1単位：10.27円）
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単位

単位

97

介護保険適用外サービス

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

●2階の2人部屋については、別途440円/日かかります

●2階の個室については、別途770円/日かかります

介護保険負担限度額認定証について

あおみ利用料＋委託業者への支払い料金

加算一覧表 ※は上記のあおみ利用料に含まれています　

※ /日

※ /日

※ /日

/日

/日

/日

/日

※

クラブ活動

その他

夜勤職員配置加算 24 介護職員等

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22 処遇改善加算（Ⅰ）

介護老人保健施設あおみ料金表（予防ショートステイ）

多床室 個室 加算項目

要支援１ 672 単位 632 単位

51 7.5%

第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 基本料金

要支援２ 834 単位 778 単位
在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）

居住費(個室) 550 550 1,370 1,370 1,700

(朝510円・昼770円・夕670円)

居住費(多床室) 0 430 430 430 430

食費 300 600 1,000 1,300 1,950

⇒委託業者へのお支払いとなります

第1段階 本人および世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者

第2段階
本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万9千円以下かつ、預貯金等が
単身650万円以下、夫婦1,650万円以下の人

第3段階①
本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が80万9千円超120万円以下かつ、
預貯金等が単身550万円以下、夫婦1,550万円以下の人

日用品費 308 308 308 308 308

第3段階②
本人および世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額+非課税年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超かつ、預貯金等が単身
500万円以下、夫婦1,500万円以下の人

多床室 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 1割 2割 3割

円/日 5,232 円/日

要支援２ 1,635 円/日 2,365 円/日 2,765 円/日

円/日 2,886 円/日 3,536 円/日 4,384要支援１ 1,456 円/日 2,186 円/日 2,586

5,769 円/日

個室 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 1割 2割 3割

3,065 円/日 3,715 円/日 4,742 円/日

円/日 6,370 円/日

要支援２ 2,123 円/日 2,423 円/日 3,643 円/日

円/日 3,782 円/日 4,762 円/日 5,566要支援１ 1,962 円/日 2,262 円/日 3,482

6,854 円/日

加算項目 単位数 算定要件

夜勤職員配置加算 24 夜勤職員の配置が基準を満たしている場合

3,943 円/日 4,923 円/日 5,888 円/日

個別リハビリテーション実施加算 240
個別リハビリテーション計画を作成し、個別リハビリテーションを20分以上
実施した場合

送迎加算 184 施設で送迎を行った場合（片道につき）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22
介護職員の総数の内、介護福祉士の割合が80％以上、又は勤続10年以
上介護福祉士の割合が35％以上

在宅復帰・在宅療養支援加算（Ⅱ） 51
厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け
出た介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数の7.5％

園芸クラブ：100円/回、美術クラブ：50円/回、書道クラブ：30円/回、手芸クラブ：20円/回、アニマルふれあいクラブ：20円/回

死後処置料：11,000円、理美容/カット：2,500円、毛染め：6,500円他（毎月第2木曜日にご予約いただけます）

緊急時治療管理 518
病状が重篤となり救命救急医療が必要になり、緊急的な治療管理として
投薬、検査、注射等を行った場合（1月に1回、連続3日を限度）

総合医学管理加算 275 治療管理を目的とし、短期入所療養介護を行った場合（10日を限度）


